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学校適正配置に係る中浜小学校保護者説明会の議事の概要について 

 

日 時  平成２９年２月１４日（火）１９：００～１９：４５ 

場 所  中浜小学校 講堂 

出席者  城東区役所  長瀬総合企画担当課長、大谷教育担当課長代理 

     教育委員会事務局  堀川学事課長代理 

     中浜小学校  保護者等 27 名 

 

◎区役所・教育委員会事務局からの説明 

 

 １ 配付資料 

    別紙１、別添パンフレット 

 

 ２ 説明の要旨 

   

（教育委員会事務局より） 

・ 全国的に少子化が進む中、大阪市でもこの３５年間で小学校児童数が半減してお

り、小学校の小規模化が進んでいる。 

・ 小規模校については、「学校としてまとまりやすい」、「一人一人の学習状況を把

握し、個別指導を含めたきめ細やかな指導が行いやすい」といった利点が期待さ

れる一方、「教育活動の幅が狭くなる」、「互いに切磋琢磨する機会が少なくなる」、

「クラス替えができないことから人間関係が固定化する傾向にある」、「教員数が

少なくなり、同学年の教員同士で指導方法等の高めあいができない」といった課

題や制約が懸念される。 

・ 教育委員会では、小規模校が増加する状況を受け、外部委員からなる「大阪市学

校適正配置審議会」に意見を求めてきたが、平成２２年２月の答申では、以下の

考え方が示された 

◆ １１学級以下の小学校を小規模校として適正配置の対象とすること 

◆ 小規模化の程度により６つの段階に分け、より小規模な学校を優先して

取り組みを進めるべきこと 

      ◆ 特に、複式学級を有する学校、児童数が１２０名を下回る学校について

は、速やかに取り組みを進めるべきこと 

・ 中浜小学校は、平成２８年５月１日現在で児童数２１３名、学級数７であり、６

つの段階の⑥に該当する。しかしながら、平成２９年度には全学年単学級となる

可能性があり、そうなれば④に該当することとなる。 

・ 中浜小学校では、小規模校としての制約がある中で、メリットを活かし、デメリ
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ットを最小限にするためのさまざまな工夫を凝らしながら学校運営をされてお

り、子どもたちは充実した学校生活を送っている。 

・ しかしながら、中浜小学校において小規模な状況が今後も継続していくと予想さ

れることも事実であり、この先、学校の工夫や努力では解決し難い状況が生じる

可能性は否定できない。解決し難い状況が生じる前に、今後の中浜小学校のあり

方について判断する必要があると考えている。 

・ 一方、森之宮小学校においては、平成２８年５月１日現在で児童数９０名、学級

数６であり、６つの段階の②に該当することから、中浜小学校同様、今後のあり

方について判断すべき時期にあると考えている。 

 

  （区役所より） 

・ 教育委員会事務局から説明があったように、状況は非常に厳しいものがあり、

これ以上統合を待てないところまで来ていると考える。両小学校の児童数を考

慮すると、中浜小学校であれば、大幅な校舎工事等を要せず、校舎建設のため

に運動場を減らす必要もない。そこで、場所については、中浜小学校の校舎と

敷地を活用し、両小学校を統合する方向で検討を進めたいと考えている。 

・ 学校配置の適正化を円滑に進めるためには、行政のみで進めることは適切では

なく、保護者や地域住民の理解と協力が必要不可欠である。子どもたちのより

良好な教育環境を構築するといった観点で、地域・保護者と区役所、教育委員

会が一丸となって取組みを進めていく必要があると考えている。 

・ 具体的には、両校の保護者や地域の代表との意見交換や課題検討、保護者説明

会等を通じての意見聴取等を行い、統合に向けた共通理解や課題整理、必要な

準備等を進めていきたい。 

・ このような検討・準備に必要な時間を考慮すると、平成 31年 4月に両校統合を

目途に、検討・準備を進めたいと考える。 

 

◎保護者からの意見と、区役所・教育委員会事務局からの回答 

   ただし、回答は当日お答えしたもののみ記載しています。他の質問・意見について

は、項目を整理したうえで、後日お示しする予定です。 

・ ⇒ 保護者からの意見 

 ⇒ 区役所・教育委員会事務局からの回答 

 

※１ 標準服や持ち物に関するもの 

・ 統合後の制服（標準服）の扱いはどうなるのか。 

 標準服については何らかの統一された取り扱いやルールがあるわけでは

なく、基本的には保護者の自主的な取り組みなので、行政からこうして
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くださいと言うことはない。現在、両校児童は異なる標準服を着ている

ので、どうしていくのかということは、統合に向けての検討課題の１つ

として挙がると思うが、過去の統合では同一のものにそろえるケースが

多い。 

 

※２ 児童数、学級数に関するもの 

・ まず、２年後を目途に、森之宮小学校と中浜小学校が統合するという話であり、

現在の１年生から３年生が統合時期にいるが、中浜小学校の現状の人数と、森

之宮小学校から来られる人数を合わせるとどれぐらいの人数になるのか。資料

には森之宮小学校の全学年の人数が記載されているので、単学年の人数を教え

てほしい。 

 平成２８年５月１日現在の森之宮小学校の各学年の児童数は、１年生が

１５名、２年生が１２名、３年生が１３名、４年生が２２名、５年生が

１４名、６年生が１４名、計９０名である。 

 中浜小学校と森之宮小学校を合わせた人数は、50 名～60 名程度 2クラス

に収まる程度の人数である。 

 

・ 現在、例えば中浜小学校の４年生は約４０名であるが、統合することで約６０

名になる。そうなった場合、今までよりは１クラス当たりの児童数は減るとい

う理解で良いのか。その場合、担任を含めた教育環境としてはどういうふうに

変わっていくのか。人数が多い方が教育環境としては良いのか、あるいは２０

名くらいの方が教員としてはやりやすいのか。その辺について聞きたい。 

 クラス数が多くなるという点でまずはメリットがあると考えている。あ

と、１クラス当たりの学級編制基準は４０名であり、仮に６０名であれ

ば３０名２クラスになるが、１クラスの人数が減った場合、子どもたち

に使える時間が増えるという点のメリットはあるのではないかと思う。

一方で、学校規模そのものが大きくなる中で、活動の幅が広がるとか、

今まで小規模校の少ない教員数の中で工夫や努力をしていた力を、別の

部分に違った形で活用できるのではないかと考えている。 

 あくまでも、子どもたちに充実した学校生活を送ってもらうためのお話

をしているので、良い教育環境を作っていくためのご意見をいただきた

い。 

・ ４０名を超えると２クラスになるのか。 

 クラスを作る際の基準があり、現在、１年生と２年生は１クラス３５名、

３年生から６年生は１クラス４０名なので、４０名を超えると２クラス

になる。 
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※３ 施設面に関するもの 

・ 森之宮小学校は耐震強度がかなり促進されていて、安全性が高いという人もい

るが、中浜小学校も耐震対策を講じているのか。校舎の安全面についての考え

方を聞かせてほしい。 

 校舎の安全面であるが、先程、工事を必要とせず、速やかに統合を図る

ことができるということで、中浜小学校へという方針を説明したが、当

然、何もしないということではなく、校舎の状況を見ながら、あるいは

皆さんのご意見を聞きながら、できることとできないことはあると思う

が、必要なことはきっちりと対応させていただく。また、特別支援学級

に通う児童もいるので、配慮が必要な部分については対応したうえで、

平成３１年４月を迎えたいと考えている。耐震工事は完了している。 

 

※４ まちの開発に関するもの 

・ 森之宮の焼却施設のところが集合住宅に変わり、森之宮小学校がそこに住む小

学生の受け皿になると聞いていた。森之宮小学校の児童数が増えた場合に、ど

の程度まで中浜小学校で受け入れることが可能なのか読めないが、あの跡地は

用途が決まっているのか。 

 この間、焼却工場の予定地であったところの活用について議論があり、

我々としても、あの場所で大型マンションが建ち、児童数が増えれば、

まちづくりの観点から良い方向に進むのではないかということで、要望

等を関係局に挙げ期待もしていたが、今の時点ではまだ具体的な動きが

見られない。そのような中、先程説明した森之宮小学校の児童数の状況

などを考えると、これ以上不確定な期待を持って待つことは、タイミン

グを逸してしまうのではないかということがあり、このタイミングで具

体的に平成３１年４月に向けてという方針を出させていただいたところ

である。 

・ 大きなマンションが建てば、統合をやめますということになるのか。何も決ま

っていない不確定な状況で、統合計画だけを進めて、蓋を開けたらやっぱり何

もしませんというふうにならないのか。 

 中浜小学校の校舎の使い方については校長との相談になるが、必要な教

室数を確保し、少なくとも、児童が多すぎて統合できないということに

ならないようきっちりと対応させていただく。 

・ ごみ焼却場の話で、結論が出る時期のめどについてはどうなのか。 

 方向性が示される時期については、今は具体的にはわからない。仮にそ

の方向性が出たとしても、実際にどのようなものが建つのかや、仮にマ
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ンションが建つとしてもどのような方が入居されてくるのかを考えると、

仮にとんとん拍子で進んだとしても、児童数が増えてくるとしても、か

なり先の話になるのではないかと考えている。 

・ 仮に、そのかなり先になった時に、中浜小学校での受け入れが難しくなること

はあり得るのか。 

 仮定の話なので回答しにくいが、その時の状況に応じて最適な対応を取

ることになる。 

 

※５ 学校適正配置と本市の財政事情の関係に関するもの 

・ 今回の統合の話は、我々子どもを預ける立場としては、行政の効率化の一環で、

使うお金を減らすために統合するという考えであれば、正直賛成できないと思

っている。そこはしっかりと理解してもらったうえで、環境整備もきっちりと

してもらいたい。 

 財政的な理由で適正配置に取り組んでいるわけでは決してない。あくま

でも、児童数が減少する中で、学校の教育環境はどうあるべきかという

視点で皆さんと対話している。統合後の学校の教育環境がどのような姿

になるのかというところを、皆さんとしっかり議論したいと考えている。 

 

※６ 統合に向けてのプロセスに関するもの 

・ 今回の説明は「学校配置の適正化について（案）」とのことだが、いつの段階

で（案）ではなく正式決定となるのか。 

 先ほど申しあげたとおり、保護者の皆さん、地域住民の皆さんに十分ご

理解いただきながら進めていきたいと考えており、本日は行政からの案

としてお示しした。これに対するご質問に答えながら、中浜小学校区、

森之宮小学校区のそれぞれで、統合に向けての共通理解を深められるよ

う説明していきたいと考えている。一定ご理解が深まった段階で「案」

が外れるものと考えている。 

・ 今後のスケジュール感や、このような説明会の開催予定は決まっているのか。 

 本日いただいたご質問の中で、十分お答えできなかった部分については、

あらためてこういった場でご説明させていただく必要があると思ってい

る。具体的な日程は未定だが、両小学校での議論の状況を見ながら、必

要に応じて適宜開催することになる。 

 

 

 


